
（介護予防）指定通所リハビリテーション重要事項説明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜令和６年６月１日＞　

１、事業所の概要

（１）事業

法人名 医療法人　すずきクリニック

法人所在地 福島県福島市松川町字桜内7-2

代表者氏名 鈴木定雄

電話番号・ＦＡＸ 024－567－2661・024-567-2701

（２）事業所の名称

事業所名 医療法人すずきクリニック　

指定通所リハビリテーション　デイケア松陵

開設年月日 平成12年 4月

所在地 福島県福島市松川町字桜内7-2

電話番号・ＦＡＸ 024－567－2661・024-567-2701

管理者 鈴木定雄

介護保険指定番号 0770100832

（３）営業時間

営業日 月曜日から金曜日

営業時間 8：30～17：30

休業日 土日、祝祭日、お盆（8/14～8/16）、年末年始（12/30～1/3）

（４）サービス提供時間

サービス提供日 月曜日から金曜日

営業時間 9：30～15：30

休業日 土日、祝祭日、お盆（8/14～8/16）、年末年始（12/30～1/3）

（５）通所リハビリテーションの定員

　　　　　通常規模（10名）3単位　30名

（６）事業所の職員体制

職種 常勤（非常勤） 業務内容

管理者（医師） 1名
従業者の管理、指導

利用者の医学的対応

介護福祉士 5名以上 機能訓練および身体状況全般



看護師
5名以上

（非常勤を含む）

看護、保健衛生管理

医師の指示による医療行為

介護職員
２名以上

（非常勤を含む）
介護および援助

（７）当事業所の設備

定員 ３０名

１階機能訓練室 ７８．０㎡

２階食堂兼作業室 ６１．０㎡

浴室 一般浴槽

送迎車 ３台

２、サービス内容

（１）通所リハビリテーションの計画・立案

（２）食事

（３）入浴（一般浴槽）清拭、洗髪による清潔保持

（４）医学的管理・看護・介護

（５）リハビリテーション・レクリエーション活動及び創作活動

（６）居宅および事業所間の送迎

（７）相談援助サービス、療養生活や介護方法の助言、指導

３、料金

（１）利用料

　　　【別紙　重要事項説明書】に詳しく記載してありますので、ご参照ください。

（２）支払方法

　　　毎月10日過ぎに前月分の請求をいたしますので、月末までにお支払いください。

お支払い後領収書を発行致します。

お支払方法は、現金にて併設のすずきクリニック受付までお願いします。

（３）キャンセル料

　　　ご都合によりサービス中止する場合は、前日もしくは遅くとも当日８時３０分ま

でにはご連絡ください。

※ご連絡がない場合には昼食費のみ頂くようになります。　　　

　　　　※ご利用日が月曜日または休前日の場合はご注意ください。

（４）償還払いについて

介護保険料の未納等にて償還払いの対象となっている場合には、全額負担後条
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件が改善されたときに保険者に届ける事で、介護報酬分が支払われます。

４、サービスの利用方法

（１）サービスの利用開始

お電話または介護支援専門員（ケアマネージャー）へご相談ください。

その後、通所リハビリテーション計画書作成と同時に契約を結び、サービスの提

供を開始します。

（２）サービス終了

①利用者様のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。

または、担当ケアマネージャー経由でお申し出ください。

　　②事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

があります。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。

③自動終了

以下の場合は、双方の通知がなくとも自動的にサービスを終了します。

・介護保険施設や医療施設に入所又は入院した場合

・要介護等認定が、非該当（自立）と認定された場合

※この場合、条件を変更して再契約することができます

・お亡くなりになった場合

　　④その他

・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場

合、利用者様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又

は当事業所が破産した場合、利用者様に文書で通知をすることによって即座に

サービスを終了することができます

・サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告した

にもかかわらず支払わない場合

・正当な理由なくサービス中止をしばしば繰り返した場合

・入院もしくは病気等により３ヶ月以上にわたって、サービスが利用できない状

態である事が明らかになった場合

・ご家族などが当事業所や当事業所サービス従事者に対して本契約を継続し難

い行為を行った場合は文書で通知することにより即座に契約を終了させてい

ただく場合があります

５、当事業所の特徴等

サービス利用のために
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・サービスマニュアルの作成

・当事業所は診療所と併設のため、緊急時すぐに当院医師に診ていただくことが出

来ます

６、サービス利用にあたっての留意事項

　サービスの利用にあたっては、利用申込者またはその家族に対し、重要事項を記した

文書を交付して説明を行い、利用者様・家族の同意を得ます。

・施設の設備および器具の利用にあたっては、適切な方法により使用するとともに、

事故のないよう細心の注意をお願いします

・来所時バイタルチェックを行います。健康状態に異常がある場合には申し出てく

ださい。体調不良時のサービスの中止変更は家族、主治医との連携をもとに適切

に対処いたします

また、キャンセル（欠席）の場合は当日の８時半までにお電話で連絡ください。

８時半以降のキャンセルは昼食費を頂くことになります

・送迎時間の変更は前日、もしくは当日の８時３０分までに電話でお知らせくださ

い

７、事故発生時の対応

サービス提供中に事故発生があった場合、速やかに事故の概要及び怪我などの状況を

把握すると共に適切な救急処置を行い、家族、市町村、及び介護支援専門員に連絡しま

す。また、必要な場合は治療のために適切な病院などに搬送いたします。又その後は誠

意を持って家族との損害賠償等の話し合いに応じると共に今後の再発防止に努めます。

８、非常災害対策

（１）非常災害に関する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を作

成し、事業所の見やすい場所に掲示します。

（２）前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、そ

れらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行

います。

防災時の対応 医療法人すずきクリニック防災計画による

防災設備 火災報知設備を設置し速やかに消防署に通報されます

防災訓練 年に２回

９、虐待防止の取組み
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高齢者虐待防止法に基づき、ご利用者様の人権の擁護、虐待の未然防止、早期発見 迅

速かつ適切な対応に努めます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

　　結果について、従業者に周知徹底を図ります。

（２）虐待防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）虐待防止委員会を設置し適切に実施するための担当者を置きます。

（５）サービス提供中に当該施設従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれ

を市町村に通報するものとします。

１０、身体的拘束について

（１）利用者様の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行わないこととします。

（２）やむを得ず身体的拘束を行う場合は、その態様・時間・利用者様の心身の状況・

緊急やむを得ない理由を記録します。 

１１、ハラスメントについて

暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。職員へのハラスメント等により、

サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関係を築くためにもご協力を

お願いします。

１２、秘密保持について

（１）事業者および事業所の使用者は、サービス提供をする上で知り得た利用者様およ

びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は

契約終了後も同様です。

（２）事業者は、利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に

おいて、利用者様の個人情報を用いません。

（３）事業者は、利用者様の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会

議等において、当該家族の個人情報を用いません。

１３、損害賠償責任

（１）事業所は、契約に基づくサービスの提供にあたって、利用者様の生命・身体・財

産に損害が発生した場合は速やかにご家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じ

ます。 

（２）前項の場合において、当該事故の発生につき事業者の故意もしくは重大な過失が
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ある場合には損害を賠償いたします。

　ただし、損害の発生についてご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、利用

者様の置かれた心身の状況（認知症・嚥下困難等）を斟酌して減額又は免除（免

責）するのが相当と認められた場合には、事業者は損害賠償責任を減じることや、免

除することができます。

１４、業務継続計画の策定等

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する本サービスの提供を継続的

に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

 (２) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

年に1回以上実施します。

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。

１５、衛生管理

感染症の予防及び、まん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を

協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策に努め

る。

１６、サービス内容に関する苦情

指定通所リハビリテーション・介護予防指定通所リハビリテーションに関するご相

談・苦情を以下で承ります。 

（１）当事業所ご利用・苦情相談担当

　　　デイケア松陵　　担当者　渡邉晃　

ＴＥＬ　０２４－５６７－２６６１

苦情受付相談時間　８時３０分～１７時３０分

（２）当事業所以外に、公的機関にも苦情相談などを申し出ることができます。
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　　　　　　　　　　　　　【別紙　重要事項説明書】　　　　〈令和６年４月現在〉

●要介護（日額）

サービス内容

介護報酬額

自己負担額（１割の場

合）

要介護１ ７，１５０円 ７１５円

要介護２ ８，５００円 ８５０円

要介護３ ９，８１０円 ９８１円

要介護４ １１，３７０円 １，１３７円

要介護５ １２，９００円 １，２９０円

入浴 ４００円 ４０円

サービス提供体制強化

加算　※1

２２０円

１８０円

　６０円

２２円

１８円

　６円

重度療養管理加算　※2 １，０００円 １００円

中重度者ケア体制加算　※3 ２００円 ２０円

送迎を行わない場合 ▲４７０円／片道 ▲４７円／片道

　　　※１　サービス提供体制強化加算

　　　　①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合を１００分の７０以上配置

　　　　②勤続年数１０年以上の介護福祉士の絞める割合を１００分の２５以上配置

※２　重度療養管理加算

　　　　要介護３～要介護５であり、厚生労働大臣が定めた状態にある方に対して医学

　　　　的管理のもと通所リハビリテーションを行った場合

　　　※３　中重度者ケア体制加算

　　　　定められた期間の通所リハビリテーションの利用者総数のうち、要介護３～要

　　　　介護５を占める割合が一定数以上であり、看護職員１名以上配置している場合

　●要支援（月額）

サービス内容 介護報酬額 自己負担額（１割の場合）

要支援１ ２２，６８０円 ２，２６８円

要支援２ ４２，２８０円 ４，２２８円

サービス提供体制 要支援１・・・８８０円 要支援１・・・８８円
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強化加算

　　　　　　　７２０円

２４０円

要支援２・・・１７６０円

１４４０円

４８０円

７２円

２４円

要支援２・・・１７６円

１４４円

４８円

　　　

平成２７年８月から一定以上の所得がある方については利用者負担額が２割か３割と

なる場合があります。

　●その他料金

昼食費（外部委託） ７１０円（税込み）

おやつ・作業材料費 ２００円（税込み）

紙オムツ（持込み可） ２００円（税込み）

尿取りパット（持込み可） １００円（税込み）

　　※「３、料金」に記載の通り、キャンセル料金は７１０円いただきます
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